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北九州市告示第３２０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとお 

り市道の路線を認定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年７月４日 

                   北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 起 点 終 点 

３４１１ 霧ケ丘２５号 

線 

小倉北区霧ケ丘一丁 

目 

小倉北区霧ケ丘一丁 

目 

３４１２ 砂津２４号線 小倉北区砂津三丁目 小倉北区砂津三丁目 

３４１３ 砂津２５号線 小倉北区砂津一丁目 小倉北区砂津一丁目 

３４１４ 長浜町１８号 

線 

小倉北区長浜町 小倉北区長浜町 

３４１５ 長浜町１９号 

線 

小倉北区長浜町 小倉北区長浜町 

３４１６ 長浜町２０号 

線 

小倉北区長浜町 小倉北区長浜町 

３４１７ 長浜町２１号 

線 

小倉北区長浜町 小倉北区長浜町 

３４１８ 長浜町２２号 

線 

小倉北区長浜町 小倉北区長浜町 

６３８８ 上貫２９号線 小倉南区上貫三丁目 小倉南区上貫三丁目 

６３８９ 朽網東４２号 

線 

小倉南区朽網東三丁 

目 

小倉南区朽網東三丁 

目 
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６３９０ 葛原東６４号 

線 

小倉南区葛原東五丁 

目 

小倉南区葛原東五丁 

目 

６３９１ 下曽根８５号 

線 

小倉南区下曽根一丁 

目 

小倉南区下曽根一丁 

目 

６３９２ 沼本町８８号 

線 

小倉南区沼本町三丁 

目 

小倉南区沼本町三丁 

目 

６３９３ 東貫２７号線 小倉南区東貫三丁目 小倉南区東貫三丁目 

７１１２ 南鷹見町２３ 

号線 

八幡西区南鷹見町 八幡西区南鷹見町 
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北九州市告示第３２１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、次のと 

おり市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年７月４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 新

旧

別

起 点 終 点 

１０４２ 伊川３１ 

号線 

新 門司区大字伊川 門司区大字伊川 

旧 門司区大字伊川 門司区大字伊川 

１３２０ 江南町１ 

号線 

新 小倉北区江南町 小倉北区江南町 

旧 小倉北区江南町 小倉北区江南町 

１９４７ 葛原本町 

４９号線 

新 小倉南区葛原本町一 

丁目 

小倉南区葛原本町一 

丁目 

旧 小倉南区葛原本町一 

丁目 

小倉南区葛原本町一 

丁目 

４２０３ 野面１６ 

号線 

新 八幡西区大字野面 八幡西区大字野面 

旧 八幡西区大字野面 八幡西区大字野面 
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北九州市告示第３２２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次のと 

おり市道の路線を廃止する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年７月４日 

                  北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 起 点 終 点 

３１３１ 中吉田４０号

線 

小倉南区中吉田六丁 

目 

小倉南区中吉田六丁 

目 

１３５２ 安屋２６号線 若松区大字安屋 若松区大字安屋 

１３７９ 安屋５３号線 若松区大字安屋 若松区大字安屋 

１３６０ 末広町９号線 八幡東区末広町 八幡東区末広町 
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